
夜間照明設備使用料 ～令和８年３月31日まで 夜間照明設備使用料(改定後）令和８年４月１日～

場所 単位 金額 区分 単位 金額

30分につき 1,270 30分につき 1,900

30分につき 1,700 30分につき 2,550

2,230

明神橋公園運動場

日名公園運動場 日名公園運動場

六名公園運動場

境公園運動場 １面30分につき 1,490

明神橋公園運動場

境公園運動場

30分につき 1,170

30分につき

30分につき 1,750

額田運動場

4,290

六名公園運動場

200

2,860

中伊西テニスコート

１面30分につき

30分につき 100

30分につき 1,910 30分につき額田運動場　市内の方

額田運動場　市外の方 30分につき

中伊西テニスコート


